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平成２６年２月２８日（金）午後２時００分より 

於：島原市有明庁舎３階大会議室 

 



 

３３回 島原市農業委員会総会 

 

１．開会日時   平成２６年２月２８日（金）  １４時００分 

 

２．閉会時間   平成２６年２月２８日（金）  １４時５７分 

 

３．開催場所   有明庁舎 ３階大会議室 

 

４．出席委員者の数  ２９名   

 

５．欠席委員者の数   ２名 

 

６．議案 

第１号議案  農地法第３条（所有権移転）の規定による許可申請について 

第２号議案  農地法第４条の規定による許可後の変更承認申請について 

第３号議案  農地法第４条の規定による許可申請について 

第４号議案  農地法第５条の規定による許可申請について 

第５号議案  非農地証明願について 

第６号議案  農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）について 

７．報告事項    

報告第１号  使用貸借解約通知書について 

報告第２号  農地改良等届出書について 

報告第３号  農業用施設届について 

報告第４号  公売農地買受適格証明願について 

 

１４時００開始 

議長 

只今より、第３３回島原市農業委員会の総会を開催します。 

 

本日、 ８番 ・・・・・委員、９番 ・・・・・委員は所要の為、欠席との連絡があっておりま

す。 

農業委員会等に関する法律第２１条第３項の規定により、定足数に達しておりますので総会は成立

しております。 

議事録署名委員の指名につきましては、島原市農業委員会会議規則第１５条第２項の規定により、

議長が指名することになっており、 



 

１０番 ・・・・・委員、１１番 ・・・・・委員を指名します。 

 

議長 

第１号議案 農地法第３条（所有権移転）の規定による許可申請の１番から６番を上程します。事

務局の説明を求めます。 

 

事務局 

１番の譲渡人は、・・・町の・・・・さん、譲受人は、・・・・・・・さんで、畑１筆１７２平方

メートル、田４筆１，５２１平方メートルを贈与するための申請です。 

取得後の耕作面積は８，７５５．４２平方メートルで、農機具は、耕耘機１台、管理機１台の農業

機械器具を所有しており、すべての許可要件を満たしております。 

次に、２番の譲渡人は、・・・町の・・・・・さん、譲受人は、・・町の・・・・・さんで、畑１

筆２，４７９平方メートルを売買するための申請です。 

取得後の耕作面積は８，５２２平方メートルで、農機具は、トラクター１台、耕耘機１台の農業機

械器具を所有しており、すべての許可要件を満たしております。 

３番の譲渡人は、・町の・・・・・・さん、譲受人は、・・・町の・・・・・さんで、畑２筆１，

９６６平方メートルを売買するための申請です。 

取得後の耕作面積は１３，５５２平方メートルで、農機具は、トラクター１台、コンバイン１台の

農業機械器具を所有しており、すべての許可要件を満たしております。 

４番の譲渡人は、・・町の・・・・・さん、譲受人は、・・・・・・・さんで、畑５筆５，２１５

平方メートルを贈与するための申請です。 

取得後の耕作面積は８，２９５平方メートルで、農機具は、トラクター１台、草刈機１台、トラッ

ク１台の農業機械器具を所有しており、すべての許可要件を満たしております。 

５番の譲渡人は、・・・の・・・・・さん、譲受人は、・・・・・・・・さんで、畑３筆４，６３

８平方メートルを贈与するための申請です。 

取得後の耕作面積は４８，８７６平方メートルで、農機具は、トラクター３台、トラック１台、軽

トラック２台の農業機械器具を所有しており、すべての許可要件を満たしております。 

６番の譲渡人は、・・・の・・・・・さん、譲受人は、・・・・・・・・さんで、畑４筆５，２２

２平方メートルを贈与するための申請です。 

取得後の耕作面積は２０，１１７平方メートルで、農機具は、トラクター１台、軽トラック１台、

消毒機械１台の農業機械器具を所有しており、すべての許可要件を満たしております。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査員 



 

第１号議案の１番について、譲受人は農家で２５年の農作業歴があります。 

父と母の３人で農業を営んでおり、水稲、人参、ホウレンソウを作付し、通作距離は３００ｍとい

うことです。 

今回の申請は、親から子へ贈与するということで何ら問題はありません。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

現地調査員 

２番について、譲受人は、農家で３０年の農作業暦があります。 

父と母の３人で農業を営んでおり、人参、白菜を作付し、通作距離は車で５分ということであり、

問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

現地調査員 

第１号議案 農地法第３条（所有権移転）の規定による許可申請の３番について、譲受人は、農家

で１０年の農作業暦があります。 

妻と母の３人で農業を営んでおり、白菜、人参を作付し、通作距離は車で５分ということであり、

問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

現地調査員 

４番について、譲受人は兼業農家で４２年の農作業歴があります。 

妻と母の３人で農業を営んでおり、水稲、白菜を作付し、通作距離は３００ｍ以内ということです。 

今回の申請は、親から子へ贈与するということで何ら問題はありません。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

現地調査員 

第１号議案 農地法第３条（所有権移転）の規定による許可申請の５番について、譲受人は農家で

２３年の農作業歴があります。 

妻と父、母の４人で農業を営んでおり、人参、大根、ホウレンソウを作付し、通作距離は４００ｍ

以内ということです。 

今回の申請は、親から子へ贈与するということで何ら問題はありません。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

現地調査員 

第１号議案 農地法第３条（所有権移転）の規定による許可申請の６番について、譲受人は農家で

１６年の農作業歴があります。 



 

妻と２人で農業を営んでおり、人参、大根を作付し、通作距離は自宅近辺ということです。 

今回の申請は、親から子へ贈与するということで何ら問題はありません。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありました、第１号議案の１番から６番について、ご意見等はありませんか。 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、許可することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第１号議案の１番から６番の所有権移転は許可することに決定しま

す。 

次に、第１号議案 農地法第３条（所有権移転）の規定による許可申請の７番から８番を上程しま

す。事務局の説明を求めます。 

本件については、農業委員会等に関する法律第２４条の規定により、除 斥
じょせき

の必要がありますの

で、・番 ・・・・・委員の退場を求めます。 

 

（・・・・・委員 退場） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

７番及び８番は、長崎県県央振興局が、国税徴収法により差押財産を公売することとし、平成２６

年２月５日に入札が行われ、売却が決定したことによるものです。 

７番の譲受人は、・・・の・・・・・さんで、畑１筆５３０平方メートルを売買するための申請で

す。 

８番の譲受人は、・・・の・・・・・さんで、畑２筆１，５２８平方メートルを売買するための申

請です。 

この件につきましては、平成２６年１月２７日開催の第３２回島原市農業委員会総会の第６号議案 

農地買受適格証明願の中で上程し、現地調査の結果も含め、・・・・さんと・・・・さんへの買受適

格者として議決をいただいておりますので、説明を省略いたします。 



 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありました、第１号議案の７番から８番について、ご意見等はありませんか。 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、許可することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第１号議案の７番から８番の所有権移転は許可することに決定しま

す。 

・番 ・・・・・委員の入場を求めます。 

 

（・・・・・委員 入場） 

 

・・・・・委員に報告します。 

８番に関する案件は許可することに決定しました。 

次に、第１号議案 農地法第３条（所有権移転）の規定による許可申請の９番から１０番を上程し

ます。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

９番及び１０番は、島原市の水路付け替え工事に伴う交換によるものです。 

９番の譲渡人は、島原市長 古川 隆三郎さん、 譲受人は、・・の・・・・・さんで、田１筆１

０平方メートルを譲与するための申請です。 

取得後の耕作面積は１，９３３平方メートルで、下限面積の５，０００平方メートルを満たしてい

ませんが、農地法第３条第２項第５号のただし書及び農地法施行令第６条第３項第３号により、その

位置、面積、形状などからして、その隣接農地と一体として利用しなければ利用することができない

農地については、その隣接農地の所有者がその所有権を取得する場合には、その所有者が下限面積以

下の農家であっても、他に許可できない事情がない限り、許可できることになっており、その特例に

あたります。 

なお、農機具は、消毒器１台、刈払機１台の農業機械器具を所有しており、下限面積以外の許可要

件を満たしております。 



 

 

１０番の譲渡人は、島原市長 古川 隆三郎さん、 譲受人は、・・の・・・・さんで、田２筆３

１．６７平方メートルを譲与するための申請です。 

取得後の耕作面積は１４，６９２．３９平方メートルで、農機具は、トラクター１台、耕運機１台、

管理機１台の農業機械器具を所有しており、すべての許可要件を満たしております。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査員 

１号議案の９番について、譲 受 人
ゆずりうけにん

は、兼業農家で８年の農作業暦があります。 

１人で農業を営んでおり、水稲、路地野菜を作付し、通作距離は徒歩で 

５分ということであり何ら問題はありません。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

現地調査員 

１号議案の１０番について、譲 受 人
ゆずりうけにん

は、農家で５０年の農作業暦があります。 

妻と子の３人で農業を営んでおり、水稲、ブロッコリーを作付し、通作距離は徒歩で５分というこ

とであり何ら問題はありません。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありました、第１号議案の９番から１０番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、許可することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第１号議案の９番から１０番の所有権移転は許可することに決定し

ます。 



 

 

次に、第２号議案 農地法第４条の規定による許可後の計画変更承認申請の１番ですが、 第４号

議案 農地法第５条の規定による許可申請の１番は 関連がありますので、同時に上程します。事務

局の説明を求めます。 

 

事務局 

１番の当初計画者は、・・町の・・・・・さんで、平成１７年１月２１日付け長崎県指令１７島振

農第３３１３号で倉庫及び資材置場として許可がされていましたが、倉庫を・・町にある事業所の隣

に移設し、また資材置場に関しましては、ドラム缶置場と貯留タンクの設置しようとしていましたが、

原油高騰により需要が無くなったため計画を断念されたとのことです。 

そのため、倉庫及び資材置場として利用する必要がなくなり、申請人の妻である・・・・・さんが

申請地を借り受け、太陽光発電施設を設置するための計画変更申請です。 

申請地１，１０７平方メートルに、太陽光発電施設（６１８．７６平方メートル、４８．７９kw及

び３４ｋｗ）を設置したいとの申請です。 

申請地は、農業振興地域内の農用地外で農地の集団性が１０㌶未満であることから、第２種農地と

判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

第２号議案１番の申請地は・・町の一角にあり、東側は道路、南側、西側、北側は農地となってお

ります。 

雨水は自然流下ということで、問題なしと見て参りました。   

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第２号議案 農地法第４条の規定による許可後の計画変更（１番）及

び第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請１番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、１番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 



 

 

  （「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第４条の規定による許可後の計画変更１番及び

第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請１番は許可相当と認め、県知事に意見書を送付する

ことに決定します。 

次に、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請の１番を上程します。 事務局の説明を求

めます。 

 

事務局 

１番の申請人は・・町の・・・・・さん、申請地１，２７９平方メートルに、太陽光発電施設（６

２０．２８平方メートル、４８．７９ｋｗ及び３４．００kw）を設置したいとの申請です。 

申請地は、農業振興地域内の農用地外で農地の集団性が１０㌶未満であることから、第２種農地と

判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

なお、２月２４日の現地調査の中で、現地調査員より、隣接する宅地への雨水の流れ込みが心配さ

れるということで、その対応措置を申請人に検討してほしいとのことでした。 

申請代理人を通じて依頼したところ、被害防除計画書にも記載をしている通りで、石積みの補強等

を行い、指摘があった隣接する宅地への雨水の被害が出ないように対応措置を行うことを確認しまし

た。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査員 

第３号議案１番の申請地は・・町の一角にあり、東側は宅地、南側、西側は里道を挟み農地、北側

は道路となっております。 

雨水は自然流下ということで、問題なしと見て参りました。   

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第３号議案の１番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 



 

 

議長 

ご意見等がありませんので、１番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

  （「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請の１番は許可相当

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請の２番を上程します。 事務局の説明を求

めます。 

 

事務局 

２番の申請人は・・・の・・・・・さん、申請地２筆６７５平方メートルに、太陽光発電施設（３

９５．２０平方メートル、５９．５ｋｗ）を設置したいとの申請です。 

申請地は、農業振興地域内の農用地外で住宅等が連たんしていることから、第３種農地と判断して

おります。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

第３号議案２番の申請地は・・・の一角にあり、東側は申請人所有の宅地及び農地、南側は申請人

所有の宅地、西側は道路、北側は宅地となっております。 

雨水は自然流下するということで、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。  

 

議長 

只今、説明がありましたが、第３号議案の２番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、２番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 



 

 

  （「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請の２番は許可相当

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請の３番を上程します。 事務局の説明を求

めます。 

 

事務局 

３番の申請人は・・・の・・・・さん、申請地１１９平方メートルを今回同時申請の農地法第５条

許可申請の８番の太陽光発電施設への進入路として利用したいとのことです。 

申請地は、農業振興地域内の農用地外で島原鉄道・・駅から概ね３００ｍ以内にあることから、第

３種農地と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

３番の申請地は・・・の一角にあり、東側は今回農地法第５条許可申請の８番の太陽光発電施設に

転用予定の農地、南側は宅地及び農地、西側は道路、北側は雑種地となっております。 

雨水は自然流下ということで、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第３号議案の３番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、３番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

  （「異議なし」という発声） 

 



 

議長 

異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請の３番は許可相当

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請の４番を上程します。 事務局の説明を求

めます。 

 

事務局 

４番の申請人は・・・の・・・・・さん、申請地１筆３５５平方メートルに、太陽光発電施設（１

５８．９９平方メートル、２０．６５５ｋｗ）を設置したいとの申請です。 

申請地は、農業振興地域内の農用地外で農地の集団性が１０㌶未満であることから、第２種農地

と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請の４番の申請地は・・・の一角にあり、南側は申

請人所有の農地及び原野、他の３方は道路で囲まれております。 

雨水は道路側溝に放流するということで、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第３号議案の４番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、４番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

  （「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請の４番は許可相当

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 



 

次に、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請の５番を上程します。 事務局の説明を求

めます。 

 

事務局 

５番の申請人は・・・の・・・・・さん、申請地５６３平方メートルに木造平家建居宅兼事務所１

８５．３１平方メートルを建築したいとの申請です。 

申請地は、農業振興地域内の農用地外で島原市役所・・・・から概ね３００ｍ以内にあることか

ら、第３種農地と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

なお、２月２４日の現地調査の中で、現地調査員より、隣接する北西側農地との距離が約１．５ｍ

であることから、隣接農地所有者の了解を取ってほしいとのことでした。 

申請代理人を通じて依頼したところ、隣接農地所有者の了解を取られたことを確認しました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請の５番の申請地は・・・の一角にあり、東側は農

地、南側は道路、西側は宅地、北側の農地となっております。 

雨水は溜桝を経由して道路側溝へ、汚水及び生活雑排水は合併浄化槽を経由して道路側溝へ放流と

なっており、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第３号議案の５番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、５番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

  （「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請の５番は許可相当



 

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請の６番を上程します。 事務局の説明を求

めます。 

 

事務局 

６番の申請人は・・の・・・・・さん、申請地２筆５３３．０６平方メートルに、太陽光発電施設

（２２５．１９平方メートル、３５．７ｋｗ）を設置したいとの申請です。 

申請地は、農業振興地域内の農用地外で農地の集団性が１０㌶未満であることから、第２種農地と

判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

６番の申請地は・・の一角にあり、東側は農地及び道路、南側は雑種地、西側、北側は農地となっ

ております。 

雨水は自然流下するということで、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。  

 

議長 

只今、説明がありましたが、第３号議案の６番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、６番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

  （「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第３号議案 農地法第４条の規定による許可申請の６番は許可相当

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

 

次に、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の２番を上程します。 事務局の説明を求



 

めます。 

 

事務局 

２番の申請地は・・・・・さんと・・・さんの共有名義になっており、・・・・・さん名義分を母

親の・・・が借り受けて申請するとのことです。 

申請地３４８平方メートルに、木造２階建賃貸住宅５２．４０平方メートルと、木造平家建賃貸住

宅７４．１１平方メートルを建築したいとの申請です。 

申請地は、都市計画区域内の第二種住居地域であることから、第３種農地と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

第４号議案２番の申請地は・・・・・・の一角にあり、東側は雑種地及び農地、南側宅地、西側は

宅地及びの農地、北側は宅地となっております。 

雨水は溜桝を経由して道路側溝へ、汚水及び生活雑排水は合併浄化槽を経由して道路側溝へ放流と

なっており、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第４号議案の２番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、２番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

  （「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の２番は許可相当

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の３番を上程します。事務局の説明を求め

ます。 



 

 

事務局 

３番の譲渡人は・・町の・・・・・さん、譲受人は・・・・・・町の・・・・・さんです。 

申請地２筆５７９平方メートルを譲り受け、宅地２区画を造成し分譲販売したいとの申請です。な

お、譲受人は宅地分譲販売ができる資格、宅
たく

地
ち

建 物
たてもの

取 引
とりひき

業 者
ぎょうしゃ

免許証を取得されております。 

申請地は、都市計画区域内の第一種低層住居専用地域であることから、第３種農地と判断しており

ます。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

第４号議案３番の申請地は・・・・・の一角にあり、東側は今回農地法第５条許可申請の４番の貸

家住宅転用予定地と農地、南側は農地、西側は農地及び道路、北側は道路となっております。 

雨水は自然流下、住宅建築後の汚水および生活雑排水は合併浄化槽を経由し道路側溝へ放流すると

いうことが条件ということなので、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第４号議案の３番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、３番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

  （「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の３番は許可相当

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の４番を上程します。 



 

本件については、農業委員会等に関する法律第２４条の規定により、除 斥
じょせき

の必要がありますの

で、・・番 ・・・・委員の退場を求めます。 

（・・・・員 退場） 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

４番の譲渡人は・・町の・・・・さん、譲受人は・・・・さんです 

申請地２筆４８３平方メートルを譲り受け、木造平家建賃貸住宅５２．９９平方メートルを２棟建

築したいとの申請です。 

申請地は、都市計画区域内の第一種低層住居専用地域であることから、第３種農地と判断しており

ます。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

なお、２月２４日の現地調査の中で、現地調査員より、隣接する北西側農地、南東側農地は特に距

離が約１ｍであることから、隣接農地所有者２人の了解を取ってほしいとのことでした。 

申請代理人を通じて依頼したところ、隣接農地所有者の了解を取られたことを確認しました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

４番の申請地は・・・・・の一角にあり、東側、南側、西側は今回農地法第５条許可申請の３番の

宅地分譲予定地、北側は農地及び道路となっております。 

雨水は自然流下、汚水及び生活雑排水は合併浄化槽を経由し道路側溝へ流すということで、問題な

しと見て参りました。   

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第４号議案の４番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、４番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 



 

  （「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の４番は許可相当

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

・・番 ・・・・委員の入場を求めます。 

 

（・・・・員入場） 

・・・・委員に報告いたします。 

４番については許可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定しました。 

次に、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の５番を上程します。 事務局の説明を求

めます。 

 

事務局 

５番の賃貸人は・・・町の・・・・・さん、賃借人は・・・町の株式会社・・・・・・・代表取締

役 ・・・・・さんです。 

申請地１筆１，７７８平方メートルを借り受け、太陽光発電施設（７３６．８５平方メートル、４

８．８kw）２ヶ所を設置したいとの申請です。 

申請地は、農業振興地域内の農用地外で農地の集団性が１０㌶未満であることから、第２種農地と

判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

第４号議案５番の申請地は・・・町の一角にあり、東側、北側は宅地、南側は賃貸人所有の農地及

び道路、西側は農地となっております。 

雨水は自然流下及び敷地内の側溝を経由して道路側溝へ放流となっており、問題なしと見て参りま

した。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第４号議案の５番について、ご意見等はありませんか。 

 



 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、５番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

  （「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の５番は許可相当

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の６番を上程します。 事務局の説明を求

めます。 

 

事務局 

６番の譲渡人は・・・の・・・・・さん、譲受人は・・の・・・・・さんです。 

申請地４１８平方メートルを譲受け、木造平家建の住宅１棟１２０．６６平方メートルを建築した

いとの申請です。 

申請地は、農業振興地域内の農用地外で住宅等が連たんしているとから、第３種農地と判断してお

ります。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

第４号議案６番の申請地は・・町の一角にあり、東側は農地、南側は里道を挟んで宅地、西側は宅

地及び道路、北側は宅地となっております。 

雨水は溜桝を経由し道路側溝へ、汚水及び生活雑排水は合併浄化槽を経由し道路側溝へ流すという

ことで、問題なしと見て参りました。   

ご審議のほど、よろしくお願いします。  

 

議長 

只今、説明がありましたが、第４号議案の６番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 



 

 

議長 

ご意見等がありませんので、６番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の６番は許可相当

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の７番を上程します。 事務局の説明を求

めます。 

 

事務局 

７番の使用貸人は・・・町の・・・・・さん、使用借人は使用貸人の娘婿の・・・・・さんです。 

申請地４３２平方メートルを借り受け、木造２階建住宅１棟１０２．１４平方メートルを建築した

いとの申請です。 

申請地は、農業振興地域内の農用地外で島原市役所・・・・・から概ね３００ｍ以内にあることか

ら、第３種農地と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

７番の申請地は・・町の一角にあり、東側は農地、南側宅地、西側は道路、北側は使用貸人所有の

農地となっております。 

雨水は溜桝を経由して道路側溝へ、汚水及び生活雑排水は合併浄化槽を経由して道路側溝へ放流と

なっており、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。  

 

議長 

只今、説明がありましたが、第４号議案の７番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 



 

ご意見等がありませんので、７番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

  （「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の７番は許可相当

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の８番を上程します。 事務局の説明を求め

ます。 

 

事務局 

８番の賃貸人は・・・の・・・・・さん、賃借人は息子の・・・・・さんです。 

申請地１，５２２平方メートルを借り受け、太陽光発電施設５５３．７６平方メートル（４９．５

ｋＷ及び３５ｋＷ）を設置したいとの申請です。 

申請地は、農業振興地域内の農用地外で島原鉄道・・駅から概ね３００ｍ以内にあることから、第

３種農地と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

８番の申請地は・・・の一角にあり、東側、南側は農地、西側は里道を挟み今回農地法第４条許可

申請の３番の進入路に転用予定地の農地及び雑種地、北側は水路、里道を挟み宅地となっております。 

雨水は自然流下及び水路放流ということで、問題なしと見て参りました。ご審議のほど、よろしく

お願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第４号議案の８番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、８番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 



 

  （「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の８番は許可相当

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の９番を上程します。 事務局の説明を求

めます。 

 

事務局 

９番の譲渡人は・・・の・・・・・さん、譲受人は・・町の・・・・・さんです。 

申請地９６１平方メートルに、太陽光発電施設４３８．６６平方メートル、（４９．５ｋＷ及び１

６．５ｋＷ）を設置したいとの申請です。 

申請地は、農業振興地域内の農用地外で島原鉄道・・駅から概ね３００ｍ以内にあることから、第

３種農地と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

第４号議案９番の申請地は・・の一角にあり、東側は農地、南側は里道を挟み農地及び雑種地、西

側は里道を挟み農地、北側は農地となっております。 

雨水は自然流下ということで、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第４号議案の９番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、９番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

  （「異議なし」という発声） 

 



 

議長 

異議なしと認めます。よって、第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請の９番は許可相当

と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第５号議案 非農地証明願の１番について上程します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

申し出人は、・・・の・・・・・さんです。 

申出地９５平方メートルは、都市計画区域内の第一種低層住居専用地域で、昭和５５年月日不詳頃

より、宅地として使用している。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

第５号議案１番の申請地は・・町の一角にあり、西側は申出人所有の宅地、他３方の東側、南側、

北側は宅地となっております。 

現状を見ますと、２０年以上前から宅地の一部として利用されており、非農地証明を交付すること

に問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。  

 

議長 

只今、説明がありましたが、第５号議案の１番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、１番は非農地証明書を交付してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第５号議案の１番は非農地証明書を交付することに決定します。 

次に、第５号議案 非農地証明願の２番について上程します。 

事務局の説明を求めます。 



 

 

事務局 

申し出人は、・・・町の・・・・・・さんです。 

申出地２０１平方メートルは、都市計画区域内の第一種住居地域で、昭和年月日不詳頃より、倉庫

用地として使用している。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

現地調査委員 

２番の申請地は・・・町の一角にあり、東側は宅地及び農地、南側は宅地、西側、北側は申出人所

有の宅地となっております。 

現状を見ますと、２０年以上前から宅地の一部として利用されており、非農地証明を交付すること

に問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第５号議案の２番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、２番は非農地証明書を交付してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第５号議案の２番は非農地証明書を交付することに決定します。 

次に、第６号議案、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）について上程します。 

本件については、農業委員会等に関する法律第２４条の規定により、除 斥
じょせき

の必要がありますの

で、・番 ・・・・・委員の退場を求めます。 

 

（・・・・・委員 退場） 

 



 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第６号議案、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）について説明します。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、農用地利用集積計画（案）の承認を得よ

うとするものであります。 

  利用権設定については、６ページから ８ページに記載のとおりで 

  耕作権の新規設定    ６件  １３筆  １３，９８４㎡ 

耕作権の再設定    ２０件  ４５筆  ４２，２７０㎡ 

合  計      ２６件  ５８筆  ５６，２５４㎡ 

です。 

  

次に、農業経営基盤強化促進法による所有権移転については、９ページに記載のとおりで、交換に

よる ２件 ２筆 １，５４７㎡です。 

 

議長 

ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、農用地利用集積計画（案）を承認することに決定してよろしいでしょ

うか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

ご異議がないようですので、第６号議案は承認することに決定します。 

 

・番 ・・・・・委員 の入場を求めます。 

 

（・・・・委員 入場） 

 

・・・・・委員に関する案件も含め、農用地利用集積計画（案）は承認することに決定しましたの

で報告します。 

 



 

議長 

次に、報告事項です。事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

報告第１号の使用貸借解約通知書について説明します。 

議案集１０ページをご覧ください。 

使用貸借解約通知書については、  

３件 １８筆 ４，１０１．９６㎡の届けがありました。 

 

次に、報告第２号の農地改良等届出書について説明します。 

議案集１１ページをご覧ください。 

農地改良等届については、  

２件 ２筆 ８７６㎡の届けがありました。 

 

次に、報告第３号の農業用施設届について説明します。 

議案集１１ページをご覧ください。 

農業用施設届については、 

２件 ３筆 １９９．８８㎡の届けがありました。 

 

次に、報告第４号の公売農地買受適格証明願について説明します。 

議案集１２ページをご覧ください。 

公売農地買受適格証明願については、先月の総会後に２件の申請があり、公売日が２月５日と次

回総会まで期間がない為、会長に連絡をし会長専決とさせていただきましたのでご報告いたします。 

１件目が・・・・・・の（有）・・・・・ 代表取締役 ・・・・ さんより申請願があり、審査

の結果、農業生産法人としての４つの要件をすべて満たしており、適格証明書を交付することに問題

なしと決定いただき、交付いたしました。 

２件目が・・・・・・の ・・・・・ さんより申請願があり、地区の農業委員さんに確認、そし

て現地調査及び審査の結果、農地法第３条第２項第１号、農地の全部効率利用要件を満たしていない、

に該当すると決定いただき、適格証明しない旨の通知をいたしました。 

なお、農地の全部効率利用要件につきましては、地区農業委員の・・委員、・・委員に確認させて

いただきました。 

今回の公売に関する買受適格証明願についての報告を終わります。 

 

議長 

ただいまの報告に対して、ご意見、ご質問等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 



 

 

議長 

これで、第３３回島原市農業委員会総会を閉会します。 

                      午後２時５７分 


